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横浜市立舞岡中学校 

いじめ防止基本方針 
平成 26 年 3 月 25 日策定 

令和 8 年 2 月 25 日改定 

―すべての生徒が生き生きとした学校生活を送るために― 

 

１ いじめの定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ いじめ防止等の対策に関する基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 「いじめ防止対策委員会」の設置 

 

 

いじめ防止対策委員会は、いじめ防止基本方針に則って、いじめの防止、いじめの早期発

見、いじめへの対処等に関する措置を実効的・組織的に行っていく。 

             

える。 

 

 

 

 

本校では、いじめをしない、許さない環境の中で、一人ひとりの生徒が安心し

て豊かに生活できる教育環境を整えていきたいと考えています。そのためには、

次の３つの柱を軸として本校のいじめ防止の取り組みを展開していきます。 

 

□ 一人ひとりの子どもを大切にし、豊かな心を育てます。 

□ だれもが 安心して 豊かに生活できる環境を整えます。 

□ 保護者や小学校、地域、外部機関との連携を図ります。 

いじめ防止対策委員会の 活動内容・構成員・運営 

≪いじめの定義≫ 

 いじめ防止対策推進法第２条にあるように、「いじめ」とは、「児童等に対して、

当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある

他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じ

て行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛

を感じているもの」をいう。 

 

 
いじめ防止対策委員会 

＜構成員＞ 

学校長、副校長、生徒指導部長、 

生徒指導専任、各学年生徒指導担当 

＜指 揮＞ 

学校長、副校長 

＜指 示＞ 

生徒指導部長、専任 

＜対 応＞ 

各学年生徒指導担当、学年主任、 

学年教職員 

 

＜運 営＞ 

いじめ防止対策委員会を常設

し、月１回以上開催する。学校

として組織的に対策方針を決定

するとともに、会議録を作成・

保管し、進捗管理を行う。必要

に応じて、SC や養護教諭、外部

専門家の参加を求める。 
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４ いじめの未然防止のために取り組むこと 

 

 

 生徒一人ひとりを大切にするためには、まずは、生徒達や学級の様子を知ることが必

要となります。そのためには教職員の気づきが重要なファクターとなります。同じ目線

で物事を考え、生徒一人ひとりの置かれた状況や精神状態を推し量ることができる感性

を高めます。 

 また、生徒達及び保護者へのアンケートを実施し、生徒達の個々の状況や学級・学年・

学校の状況を把握し、いじめ問題への具体的な指導計画を立てることが必要です。配慮

を要する生徒に対しては、個別の指導計画等を通じて情報を共有し、教職員間、学校間

で適切な引き継ぎを行います。 

 

 

 

 

 生徒達は、教職員の何気ない言動や行動で、心を痛め、結果としていじめを助長して

しまう場合があります。そのためにも、日ごろから自分自身を振り返り、感性を磨くよ

う努力する必要があります。また、生徒達に対して「言い聞かせようとする前に」「話

を聴く」姿勢を大切にします。 

 

 

 授業をはじめ学校生活のあらゆる場面において、他者と関わる機会を工夫し、それぞ

れの違いを認め合う仲間づくりを進めます。そのなかで、「みんなに認められた」「人の

役に立った」という経験を積ませ、生徒達に自己有用感を持たせ、生徒達の心の変容を

目指します。 

 

 

 

 

 「いじめは、相手の人権を踏みにじる行為であり、決して許されるものではない」こ

とを生徒達に理解させることが大切です。また、生徒達が人の心の痛みを想い合えるこ

とができるよう、人権教育の基盤である生命尊重の精神や人権感覚を育むとともに、人

権意識の高揚を図る必要があります。 

 そのためには、道徳の授業を通じて、学級の生徒の実態に合わせて「心揺さぶられる」

内容の授業を実践します。 

 

 

５ いじめ早期発見のために大切にすること 

 

        ～生徒がいるところには、教職員がいる～ 

 休み時間や昼休み等は、生徒達の様子に気を配り、「生徒達がいるところには教職員

がいる」ことを目指し、生徒達と共に過ごすことを心がけます。 

Ⅰ 一人ひとりの生徒を大切にします 

Ⅱ だれもが 安心して 豊かに生活できる環境を整備します 

生徒達との深い信頼関係の構築 

自己有用感を高める 学習活動や学級活動、学年・学校行事の実施 

Ⅲ 豊かな心を育てます 

人権教育の充実 

日々の観察 
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～洞察力を磨く～ 

 生徒達を観察する際は、いままでのグループと行動をしているのか、孤立していない

かなど、その変化に気づく洞察力を磨く必要があります。 

 また、必要に応じては気になる生徒に対して「個人ノート」などを書かせることも考

えられます。生徒の心境を知り、より深い信頼関係が構築できます。気になる内容は、

教育相談や家庭訪問を実施し、迅速に対応します。 

 

          ～気軽に相談できる雰囲気づくり～ 

 日頃から気軽に相談できる環境をつくるため、定期的に教育相談週間（５月、夏休み

明け、冬休み明け）を設けて、生徒理解に努めます。気になる内容は、該当学年やいじ

め防止対策委員会等で対応します。 

 

               ～教育相談とリンクさせる～ 

 ４月、７月、１２月にアンケートを実施し、その内容によっては、個人面談や教育相

談で話し合いを進めます。実施方法については、記名、無記名、希望制など、状況に応

じて配慮し実施します。 

 

 

６ いじめに対する措置 

 

 

 

 いじめられていると相談に来た生徒や、いじめ情報を伝えに来た生徒から話を聴く場

合は、他の生徒達の目に触れないよう、場所・時間等に配慮して行います。状況に応じ

て、相談に来た生徒を徹底して守るため、登下校や休み時間等においても教職員の目の

届く体制を整備します。 

 

 

 いじめの事実確認においては、いじめの行為を行うに至った生徒からの聞き取りを行

うとともに、周囲の生徒や保護者など第三者からも詳しく情報を得て、正確に把握しま

す。なお、保護者対応は、複数の職員で対応し、事実に基づいて丁寧に行います。また、

教職員間で連携をとり、情報を共有し対応します。 

 

 

 

 

 

 

 

観察の視点 

教育相談の実施 

いじめ実態調査アンケート 

Ⅰ いじめ発見時の緊急対応 

いじめられた生徒・いじめを知らせた生徒を守ります 

事実確認と情報の共有 

◇誰が誰をいじめているのか？････････【加害者と被害者の確認】 

◇いつ、どこで起こったのか？････････【時間と場所の確認】 

◇どんな内容のいじめか（被害）？････【実態の把握】 

◇いじめのきっかけは何か？･･････････【背景と要因の整理】 

把握すべき情報例 

生徒の個人情報

の取り扱いには

十分注意する 
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ｐ  

  

 

○事実確認とともに、まず、つらい今の気持ちを受け止め、共感することで心の安定を図ります。 

○「最後まで守りぬくこと」「秘密を守ること」を伝えます。 

○解決できることを伝え、希望を持たせることと、自尊感情を高めるよう言葉掛けに配慮します。 

 

 

○ いじめに至った状況を十分に聴き、生徒の背景にも目を向け指導します。 

○ 心理的な孤立感・疎外感を与えないような一定の教育配慮のもと、相手の気持ちや

いじめが人として許されない行為であることを認識させます。 

 

 

○当事者の問題にとどめず、全体の問題としてとらえ、いじめの傍観者からいじめを抑 

止する仲裁者への転換を促します。 

○はやしたてたり、見て見ぬふりをする行為も、いじめを肯定していることを理解させます。 

○いじめを訴えることは、正義に基づいた勇気ある行動であること伝えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○単に謝罪をもって安易に解消とはせず、引き続き十分な観察を行い、折に触れて必要

な指導を継続的に行います。 

 

 

 

 

 

 

 

○教育相談、日記、手紙などで積極的に関わり、その後の状況について把握に努めます。 

○いじめられた生徒、いじめた生徒ともスクールカウンセラーや関係機関の活用を含め、 

心のケアにあたります。 

○いじめの事例を検証し、再発防止・未然防止のための日常的に取り組むことを洗い出 

し、いじめのない学級・学年・学校づくりを目指します。 

 

Ⅱ いじめが起きた場合の対応 

いじめられた生徒、いじめた生徒、周りの生徒達に対しての対応 

いじめられた生徒に対して 

いじめた生徒に対して 

周りの生徒達に対して 

＜被害生徒保護者に対して＞ 

家庭訪問等で保護者と面談し、保護者のつらい気持ちに共感しながら、事実関係と今

後の指導方針について伝えます。 

＜加害生徒保護者に対して＞ 

 正確な事実関係を説明し、被害者側の生徒と保護者のつらい気持ちを伝えます。事の

重大さを認識していただき、家庭での指導と今後の方針を伝えます。 

 

保護者への対応 

継続した指導 

≪いじめの解消≫ 

 いじめの解消とは、次の２つの要件が満たされている必要がある。 

○ いじめに関わる行為が止んでいる状態が相当の期間継続していること。相当の

期間とは、少なくとも３ヶ月を目安とする。 

○ いじめを受けた生徒が心身の苦痛を感じていないこと。 
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いじめはどの子供にも起こり得る可能性があり、以下の生徒を含め、学校として特に

配慮が必要な生徒に対し、適切な支援、保護者との連携、周囲の生徒への指導を組織

的に行う。 

○ 発達障害を含む、障害のある生徒 

○ 外国籍、海外から帰国した、国際結婚の保護者をもつなどの外国につながる生徒 

○ 性同一性障害や性的指向・性自認に関わる生徒 

○ 東日本大震災などにより被災した生徒又は原子力発電所事故により避難している生徒 

 

 

 

 

 

 

 

○ 速やかに横浜市教育委員会、戸塚警察等の関係機関へ報告する。管理職が中心とな

り、学校全体で組織的に対応し、迅速に事案の解決にあたります。 

○ 事案によっては、学年及び学校のすべての保護者に説明する必要性の是非を判断し、

必要があれば、当事者の同意を得たうえで、緊急保護者会の開催を実施します。 

○ 事案によっては、マスコミ対応も考えられます。対応窓口を明確にし、誠実な対応

に努めます。 

 

 

７ 教職員等への研修 

・ 研修を行い「いじめの定義」「学校いじめ防止基本方針」について確認して、法に基づき、

いじめ防止の取り組みの基本的な方向、取り組みの内容等を共通理解します。 

・ インターネット等の変化の激しい子どもをとりまく環境を十分に考えながら、年間を通し

て計画的に教職員等への研修を行います。 

 

 

８ 小中、地域、外部機関との連携 

 

  

小中一貫教育を推進し、定期的に小中連絡会、生徒児童専任連絡協議会を通じて、小

中の情報交換を行います。お互いの現状を把握し、小中が連携して取り組むべきことを

整理し、問題解決のために協力し合います。 

 

 

  

ＰＴＡの各種会議や保護者会等において、いじめの実態や指導方針などの情報を提供

し、意見交換する場を設けます。また、いじめのもつ問題性や家庭教育の大切さなどを

具体的に理解してもらうために、学校・学年だより、ホームページ等による広報活動を

積極的に行います。 

 

保護者との連携 

Ⅰ 小中連携 

Ⅱ 保護者や地域の方との連携 

Ⅲ 重大な事態が発生した場合の対応 

≪重大事態の意味≫ 

○ いじめにより生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。 

○ いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 

○ 生徒や保護者からいじめによる重大な被害が生じたという申し立てがあったとき。 

特に配慮が必要な生徒 
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「まちと共に歩む学校づくり懇話会」、「学校・家庭・地域協働事業」等を実施し、地

域との会合・懇談会を通じて、積極的に地域の方々と情報交換を行います。ここでは、

地域での子どもたちの情報を得るとともに、学校での状況を報告します。 

 

 

 学校だけで解決が困難な場合は、南部児童相談所、戸塚警察少年係、少年相談保護セ

ンター、子ども家庭支援センター等と協力し、いじめ解決とその後のケアを含めて連携

して取り組みます。 

 

 

９ いじめ防止 年間計画 

  研修会等 未然防止対策 早期発見のための手だて 

４ 

月 

□生徒指導研修会Ⅰ 

 ～いじめ防止基本方針の確認～ 

□校内研修会（アンケートの活用） 

 ～今後の方針～ 

□学活・道徳 

 ～学級・学年づくり～ 

□横浜プログラムの実施 

□いじめ調査アンケート(記名式)

の実施 

□教育相談の実施 

５ 

月 

□生徒指導研修会Ⅱ 

 ～いじめ防止への具体的な取組〜 

□学活・道徳 

 ～校外学習に向けて学級・学年づくり～ 

 ～修学旅行に向けて学級・学年づくり～ 

□教育相談の実施 

６ 

月 

□学家地協総会 

 ～地域と共にいじめ防止を考える～ 

□学活・道徳 

 ～体育大会に向けて学級・学年づくり～ 
  

７ 

月 

□地区懇談会 

 ～地域と共にいじめ防止を考える～ 

□校内研修会（アンケート活用） 

 ～取組の評価と今後の方針～ 

  

□いじめ調査アンケートの実施 

□三者面談の実施 

８ 

月 

□小中合同人権研修会 

 ～適切なテーマを決めて行う～ 
  

□教育相談の実施 

９ 

月 

□特別支援委員会研修会 

 ～個別の指導計画の活用法～ 
  

□教育相談の実施 

10 

月 

 
□学活・道徳 

 ～文化発表会に向けて学級・学年づくり～ 
 

11 

月 
  

□人権講演会 

(子どもをとりまく環境を考えて内容を検討します） 
 

12 

月 

□校内研修会（アンケートの活用） 

 ～取組の評価と今後の方針～ 

□人権週間 

 ～人権標語の作成～ 

□いじめ調査アンケートの実施 

□三者面談の実施 

１ 

月 
  

  □教育相談の実施 

２ 

月 

 

  □横浜プログラムの実施 

３ 

月 

□小中研修会 

 ～中一ギャップの解消を目指して～ 

□校内研修会 

 ～１年間の取組の反省～ 

  

  

 

地域との連携 

Ⅲ 外部機関との連携 
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１０「いじめをしない自分でいるために  

～つながる、広げる、いじめ未然防止の輪～」 

 

本校では子どもが自ら「いじめをしない、させない、許さない」学校づくりに参画で

きるように、いじめについて考え、子ども自身がいじめを「しない」「させない」「見逃

さない」ために、「私ができること」「みんなでできること」「何がいじめ防止につながる

か」等について話し合いを行っています。 

以下に子どもたちから寄せられた意見を一部抜粋して紹介します。 

 

 

＜しない＞ 

・思いやりの気持ちをもつ 

・人の気持ちを考える 

・人の悪口を言わない 

・人をいじらない 

・相手の良いところを見つける 

・違いを受け入れる 

・自分の言動を見直す 

 

＜見逃さない＞ 

・先生に伝える 

・困っていることがないか声をかける 

・相手の変化に気付けるようにする 

・見かけたらすぐに動く 

・傍観者にならない 

 

＜させない＞ 

・そういう雰囲気作りをしない 

・止める、注意する 

・一人も孤立させない 

・まずは自分が言葉遣いに気をつける 

・まずは自分が陰口をやめる 

 

 

・相談にのってほしい 

・見逃さないでほしい 

・早く気づいてほしい 

・注意・配慮・解決 

・一緒に考えてほしい 

・寄り添ってほしい 

・先生にだけ解決を押し付けないでほしい 

・頼んでないのに入ってこないでほしい 

・無理やり学校に行かせることはしないでほしい 

・見て見ぬふりはしないでほしい 

 

〇子ども自身が、いじめの防止や、いじめが起きたときにできること 

〇いじめが起きたときに、大人(保護者含む)にしてほしいこと、してほしくないこと 
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１１「いじめ防止基本方針」の点検・見直し 

 

学校は「いじめ防止基本方針」について、少なくとも年１回は点検を行い、必要に応じ

て組織や取り組みなどの見直しを行います。 

 

ご意見がございましたら学校へご連絡ください。  舞岡中学校 ８２２－２７２２ 

 


